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1  本市を取り巻く状況
これまでに整理してきた本市を取り巻く状況・現状をSWOT分析*の手法を用いて要約・整理すると、

内部環境における本市の強み・弱み（課題）、外部環境として本市が直面する機会・脅威として、次のよ

うな事項が挙げられます。この整理をもとに、これからのまちづくりに向けて、４つの課題を設定しました。

内部環境 外部環境

強
み
／
機
会

Strength（強み）
・  琵琶湖・西の湖の豊かな自然
・  豊かな歴史・文化資源
・  織田信長、豊臣秀次、八幡商人の歴史に裏打ちさ

れた進取の気象
・  豊かな歴史と自然を背景とした美しい景観
・  熱心な市民活動や「自治」の精神
・  近江牛、近江米など豊かな食材
・  交通の利便性

Opportunity（機会）
・  外国人観光客の急激な増加
・  地方創生の時代（田園回帰の傾向）
・  SDGsの採択を踏まえた持続可能なまちづくりへ

の取組要請の高まり
・  自助・共助への関心の高まり

課
題
／
脅
威

Weakness（弱み）
・  人口の自然減少局面
・  若い世代の減少及び高齢化の進展によるコミュニ

ティの担い手不足
・  農業・中小企業者の後継者不足
・  公共施設・社会基盤の老朽化
・  扶助費増加による厳しい財政状況

Threat（脅威）
・  全国的な少子高齢・人口減少の進展
・  震災や水害など大規模な災害の発生
・  ライフスタイルやワークスタイルの多様化に伴う

行政へのニーズの多様化・複雑化
・  税収の伸び悩み

これからのまちづくりに向けた課題
(1) 少子高齢・人口減少社会に対応したまちづくり

人口の構造が大きく変わる中、本市の地域や社会、経済・産業等を担う次世代を育成する取
組や子育て環境の充実に加え、まちづくりのあり方を大きく変えていく必要があります。

(2) 公共施設・社会基盤の老朽化への対応
これまで整備してきた公共施設や社会基盤の老朽化が一斉に進んでおり、今後の行政ニーズ
や財政状況等を踏まえ、統廃合も含めて適切に対応する必要があります。

(3) 地域・事業者・周辺自治体等、多様な連携体制の構築
財源が限られる中、様々な分野への対応が求められており、地域・事業者・周辺自治体等、
多様な主体と連携して課題に対応していく必要があります。

(4) 共生社会・生涯活躍社会に向けた人材育成と郷土への愛着と誇りの醸成
年齢・性別・障がいの有無にかかわらず、共に生き、活躍できる人材の育成と、地域の自然
や文化・歴史を大切にしながら、地域への愛着・誇りを深めていく取組が求められます。
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2  これからのまちづくりに向けた課題
（1） 少子高齢・人口減少社会に対応したまちづくり

少子高齢・人口減少社会の到来が現実のものとなり、まちづくりに関わる様々な分野に影響を及ぼしは

じめています。医療・介護については、団塊世代の高齢化に伴い、今後ますますニーズが高まるものと

考えられますが、それらの分野の担い手を確保することも大きな課題となります。また、地域や社会の未

来を支える次世代の育成が一層重要になり、子育てしやすい環境整備や教育の充実がさらに求められる

ようになります。

このほかにも、定年を迎えるベテラン世代の退職に伴う技術・ノウハウの断絶や農家・中小企業など

の後継者不足など、これまで本市の経済・産業を支えてきた人材の喪失による経済・産業の衰退が懸念

されます。

また、加齢に伴い自動車の運転ができなくなった人の増加による公共交通へのニーズの高まり、定年

退職者の増加に伴う昼間人口（市外に通勤せず昼間も市内にいる市民）の増加と通勤・通学者の減少など、

市内での過ごし方や行動の変化につながる様々な影響が出てきており、これまでのまちづくりのあり方を

大きく変えていく必要があります。

（2） 公共施設・社会基盤の老朽化への対応

本市では、保有する公共施設の３割が昭和50年代に集中的に建設されているほか、道路の大半が

1984年（昭和59年）以前に建設されるなど、公共施設や社会基盤の老朽化が進んでおり、それらの補修・

更新が求められています。一方で、高齢化の進行等にともなうバリアフリー *への対応や、地震あるいは

温暖化の影響と考えられるゲリラ豪雨への対応など、補修・更新にあたって社会基盤に求められる事項

も変化してきています。補修・更新については多額の費用がかかりますが、財政状況は厳しさを増してお

り、統廃合や機能の集約、長寿命化など、市民や社会のニーズを踏まえつつ、民間事業者と連携した対

応など、工夫を重ねて効率的に進めていく必要があります。また、厳しい財政状況を鑑みつつ、人口構

造の変化に対応したコンパクトな都市構造への転換を図っていく必要があります。
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（3） 地域・事業者・周辺自治体等、多様な連携体制の構築

厳しい財政状況の中で、行政だけで様々な課題にすべて対応するのは極めて困難です。防災、福祉、

子育てなど、様々な分野で地域ぐるみの対応が求められているほか、民間事業者や周辺自治体等との連

携も必要とされており、多様な主体と適切な役割分担のもと、連携体制を構築し、山積する課題に対応

していく必要があります。

　

（4）  共生社会・生涯活躍社会に向けた人材育成と郷土への 

愛着と誇りの醸成

少子高齢・人口減少社会が進展するなか、これまでのような「15 ～ 64歳が『生産年齢』で社会を支

える側」であり、「高齢者は支えられる側」といった一方的な関係では、若い世代に過度の負担をかけて

しまう可能性があります。健康寿命が伸び、高齢になっても元気に活躍される方も大勢おられます。その

ため、年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、能力に応じてすべての人が生涯にわたって互いに支え

合う関係を築き、様々な人が活躍しながら共生する地域づくりを進めていく必要があります。

共生の地域づくりにあたっては、地域の活動が重要な役割を果たすものと期待されます。しかし社会

情勢の変化により、地域コミュニティの担い手が不足しているため、特定の人に負担が集中し、自治会な

どがこれまでどおりの地域活動を担うことが困難になってきていますが、住民が地域のために主体的に活

動しよう、という思いがなければ地域の担い手は育ちません。地域のために生き生きと活躍できる人材

の育成と、地域のために活動しようと思えるような、地域への愛着・誇りの醸成が必要です。そのために、

子どもの頃から地域の歴史や自然・文化に親しむとともに、新しく市内に転入してきた人にも近江八幡の

良さに触れ、地域社会の担い手として活躍できる機会をつくる必要があります。さらに、近江八幡に何ら

かの関わりのある人やルーツがある人と、「ふるさと」が継続的につながりを持つことのできる仕組みの

構築も重要です。
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3  将来のまちの姿
（1） 将来のまちの姿に向けたコンセプト

本市がめざす将来のまちの姿を検討するにあたり、中心となるコンセプトを「人のつながり」とします。

本市はこれまで、熱心な市民活動、あるいは市民と行政の協働といった人のつながりによって、様々な取

組を通じて自然や歴史、文化を守り、まちづくりを進めてきました。これらの美しくまた活力ある郷土を

次の世代に引き継ぐためには、本市で「暮らす人」「働く人」を中心に、「人」が主役となって、守るだ

けでなく活用していくことが必要です。これを実践するためには、過去と現在、そして未来の世代の人を

つなげる必要があること、そして、進展する少子高齢・人口減少社会に向けて、様々な「人」が互いに

支えあい、尊重される社会を作り出すことが必要であることを、「人のつながり」という言葉で示したもの

です。

年齢や性別といった個人の違い、行政や民間事業者といった組織の違い、市内か市外かといった地域

の違い、福祉・環境・産業振興といった各々が取り組む分野の違いを超えて、「人と人のつながり」を大

切にし、市民と行政との協働のもと、直面する様々な課題に対応し、自然や歴史、文化を守るとともに、

それらの資源を活かした活力ある地域をつくり、次の世代が地域に愛着と誇りをもてるよう引き継いでい

きます。

（2） 将来のまちの姿

上記のコンセプトを踏まえ、本市の10年後のあるべき将来のまちの姿を以下のとおりとします。

人がつながり　未来をつむぐ

「ふるさと近江八幡」
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4  まちづくりの基本目標と基本姿勢
(1) 基本目標

将来のまちの姿を実現していく上で、取り組んでいく分野別の柱を基本目標として設定します。この基

本目標は、基本構想に続く基本計画において、協働によるまちづくりを推進するための施策体系の柱とし

て具体的な事業を束ねるものとなります。

また、基本目標の推進にあたって、ＳＤＧｓの達成に向けた取組を意識し、分野別の柱ごとに17の目

標を設定します。

① 創造性が豊かで行動力があり、地域を担い未来へ通じる「人」を育みます
～教育・人づくり～

未来の地域・社会を担う子どもたちが高い志を抱き、豊かな情操を育み、健全な心身の育成を図り、

地域への愛着や誇りを醸成させるため、自然・歴史・文化の学習活動を通じて、豊かな人間性を育みます。

また、すべての人が住んでいてよかったと実感できるよう、生涯学習の取組を実践し、生涯学習で得た

知識や人のつながりを活かし、まちづくりが活性化する仕組みづくりを推進します。

② 一人ひとりが互いに支え合い、心のかよう地域社会を創ります
～福祉・医療・人権～

少子高齢・人口減少社会が進展するなか、市民が心身ともに健康な生活をおくれるように、保健・医療・

福祉・教育・就労における組織の連携を強化するとともに、地域における支え合いの仕組みを充実させ、

一人ひとりが人権を尊重し、地域ぐるみで互いに支えあい、安心して暮らせる、心のかようまちづくりを

推進します。

③ 豊かな自然、歴史、文化を守り・活かし、未来に引き継ぎます
～環境・歴史・文化～

これまで市民と行政との協働をはじめ、様々な人のつながりによって守られてきた、琵琶湖、西の湖一

帯の“水と緑の豊かな自然環境”、安土城跡や観音寺城跡、八幡山城跡など日本を代表する歴史遺産や八

幡商人の造りだした町なみ、織田信長の改革精神や豊臣秀次の自由商業都市の思想などに裏付けされた
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美しい風土を、外国人観光客の増加といったグローバル化*や気候変動による生態系の変化等の影響に

適切に対応し、守りながら活用することにより、地域の振興と市民のまちへの愛着と誇りにつなげるとと

もに、次世代へ引き継ぐまちづくりを推進します。

④ 地域の魅力を掘り起こし、暮らしを支える産業を興します
～産業・観光振興～

農業・商業など地域経済を支える産業について、様々な世代や業態の事業者とのつながりを通じて、

担い手・後継者の育成や雇用機会の創出などにより、これら産業の維持発展をめざします。また、市民

と移住者とのつながりを活かすことにより、大都市への近接性、豊かな生活環境など、立地特性の活用、

競争力のある企業の拠点誘致や起業家など新たな事業者の育成、自然・歴史文化資源を活かした滞在

型観光圏の形成を図ります。

⑤ 時代にあった安全・安心な生活基盤を築き、次世代への礎を築きます
～都市基盤整備～

安全で安心できる生活の確保に向け、少子高齢・人口減少社会にふさわしい、コンパクトでありなが

ら多様な機能がしっかりとネットワークで結ばれ、地域内外または世代を問わず人のつながりが保たれる、

時代にふさわしい都市構造と生活基盤を築きます。そのために、老朽化が進む公共施設や生活基盤を、

利用状況や今後求められる機能を踏まえながら、廃止も含めて再編成し、効率的・効果的に整備・補修・

更新していきます。また、防災・減災や経済活動を支援し、暮らしの安全と利便性の向上を図る基盤整

備を計画的に進めていきます。

⑥ 協働と連携に基づいてしなやかな「地域の経営」ができる体制を整えます
～地域自治・行政経営～

地方分権*時代に対応できる政策立案・人材育成・適正定員・健全財政の確立を進めるとともに、市民・

企業・行政による協働の「地域経営」を実践します。また、公共サービスの質・量の向上を図るため、

ＮＰＯ、ボランティア団体や地域コミュニティ活動などを支援するとともに、企業の参画機会の構築、周

辺市町等との連携など、様々な主体との人のつながりを構築し、しなやかな「地域経営」ができる体制

を整えます。　
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（2） 基本姿勢

基本姿勢とは、将来のまちの姿や基本目標の実現に向けて、様々な取組を進めるにあたり、分野を問

わず共通して大切にしていく考え方のことです。

これまでの本市の取組内容や、先に記したまちづくりの課題を踏まえ、「持続可能なまちづくり」を基

本姿勢とし、その実現のために大切にする手段として「内発的発展によるまちづくり」と「協働・連携に

よる自律的なまちづくり」を位置づけます。

 ① 持続可能なまちづくり
持続可能なまちづくりとは、現在生きる我々の世代のニーズを満たしながら、次の世代がよりよい生活

を送ることができるよう、豊かな自然や歴史・文化、快適な生活基盤を引き継いでいくことを意味します。

この考え方は、2015年（平成27年）９月の国連サミットで採択された、「持続可能な開発のための2030ア

ジェンダ」に記載された、2016年（平成28年）から2030年（平成42年）までの国際目標【持続可能な開発

目標（SDGs）】によるものです。本市では、全国の自治体に先駆けて、2017年（平成29年）4月に「近江八

幡市SDGs推進本部」を設置し、各分野における持続可能なまちづくり事業の推進を図っているところで

あり、今回の総合計画の策定にあたり、その基本姿勢として位置づけています。

 ② 持続可能なまちづくりを実現するために大切にする手段
1）内発的発展によるまちづくり

持続可能なまちづくりに向けては、地域の資源や人材を大切にし、その可能性を引き出しながら、継

続的に発展をしていく必要があります。そのためには、外部の力に過度に依存せず、市内の資源を活かし、

市民や市内事業者の思いを活かした上で、外からの人材や資源を柔軟に受け入れながら、時代に合わ

せた発展を遂げ、地域の豊かな資源を守り育てていくことで、持続可能なまちづくりを進めていきます。

2）協働・連携による自律的なまちづくり

少子高齢・人口減少社会が進展するなか、我々の世代も次の世代も、誰一人取り残されずに生活の質

を維持向上させていくことは容易ではありません。子どもや高齢者の見守りから生活道路の維持補修まで、

地域ごと、個人ごとに大小様々な課題がある中で、行政だけ、市民だけで解決しようとせず、多様な主

体との協働・連携を行うことで、本市らしい自律性を保ちながら、持続可能なまちづくりを進めていきます。
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